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環 境 省

（総括図）
（3,410）

（内部部局）（1,058）

中 央 環 境 審 議 会

（施設等機関）
(48）

（審議会等）

環 境 大 臣

副 大 臣

大 臣 政 務 官

※

（2人）※

（2人）※

大 臣 補 佐 官

事 務 次 官

（1人以内）※

（1人）

公 害 健 康 被 害 補 償 不 服 審 査 会

地 球 環 境 審 議 官

秘 書 官 （1人）※

環 境 調 査 研 修 所

（特別の機関） 公 害 対 策 会 議

国 立 研 究 開 発 法 人 審 議 会

臨 時 水 俣 病 認 定 審 査 会

有明海・八代海等総合調査評価委員会

（地方支分部局）
(1,159）

地 方 環 境 事 務 所

（外局）
(1,145）

原 子 力 規 制 委 員 会

大 臣 官 房
（311）

（1,058）（内部部局）

地域脱炭素推進審議官

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ ・
情 報 化 審 議 官

公 文 書 監 理 官
関係のある他の職を占める
者をもって充てる。

政策立案総括審議官

審 議 官 （4人、うち1人充て職）
参 事 官

地域脱炭素事業推進課

地 域 政 策 課

環 境 影 響 評 価 課

環 境 経 済 課

総 合 政 策 課

会 計 課

総 務 課

秘 書 課

環 境 保 健 部
（97）

参 事 官

化 学 物 質 安 全 課

企 画 課

（令和9年3月31日まで置かれるものとする。）

地 球 環 境 局

（134）

特 別 国 際 交 渉 官 （1人）

参 事 官

国 際 連 携 課

地 球 温 暖 化 対策 課

総 務 課

水 ・ 大 気 環 境 局

（150）

海 洋 環 境 課

モビリティ環境対策課

環 境 管 理 課

総 務 課

原 子 炉 安 全 専 門 審 査 会

核 燃 料 安 全 専 門 審 査 会

原子力安全人材育成センター

国 立 研 究 開 発 法 人 審 議 会

放 射 線 審 議 会

（事務局）（1,098）

（審議会等）

（施設等機関）
(47）
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野 生 生 物 課

自 然 環 境 局
（185）

自 然 環 境 整 備 課

国 立 公 園 課

自 然 環 境 計 画 課

総 務 課

環境再生・資源循環局
（181）

次 長 （1人）

参 事 官

資 源 循 環 課

廃棄物適正処理推進課

総 務 課

4人、うち1人は充て職。充て職では
ないうちの1人と充て職の1人は、令
和9年3月31日まで置かれるものとす
る。総合環境政策統括官

（1人）

環 境 調 査 研 修 所
（埼玉県）

（48）（施設等機関）

教 官

教 務 課

庶 務 課

次 長 （1人）

（5人）

総合環境政策統括官を
もって充てる。

国立水俣病総合研究センター
（熊本県）

臨 床 部

国 際 ・ 総 合 研 究 部

総 務 課

次 長 （1人）

（関係のある他の職を占める者をもって充てる。）基 礎 研 究 部

環 境 ・ 保 健 研 究 部

研 究 総 合 調 整 官

（北海道、東北、福島、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

（1,159）（地方支分部局）

（福島）次 長

（福島）総 務 部

（福島）調 整 官

（福島）総 務 課

（福島）渉 外 広 報 課

（福島）企 画 課

（福島）経 理 課

環境再生・廃棄物対策部

（福島）調 整 官

（福島）環境再生・廃棄物対策総括課

（福島）環 境 再 生 課

（福島）仮 置 場 対 策 課

（福島）廃 棄 物 対 策 課

（福島）
（関係のある他の職を占める者をもって充てる。）

中 間 貯 蔵 部

（福島）調 整 官

（福島）中 間 貯 蔵 総 括 課

（福島）工 務 課

（福島）輸 送 課

（福島）管 理 課

（福島）
（関係のある他の職を占める者をもって充てる。）

（福島）中間貯蔵施設整備推進課

（福島）復 興 再 生 利 用 企 画 課

（福島）復興再生利用事業推進課

（福島）用 地 課

県 北 支 所 （福島）

県 中 ・ 県 南 支 所 （福島）

浜 通 り 南 支 所 （福島）

浜 通 り 北 支 所 （福島）

（31）

（1人）

（2人）

（3人）

公 害 対 策 会 議

（特別の機関）

会 長

委 員

幹 事

（環境大臣をもって充てる。）

（内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣及びデジ
タル大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が
任命する。）

（関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。）

地 方 環 境 事 務 所

（1,159）

（48）
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保 全 統 括 官 （北海道、東北、関東、中部、中国四国、九州）

地 域 脱 炭 素 創 生 室 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

総 務 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

資 源 循 環 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

環 境 対 策 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

放 射 能 汚 染 対 策 課 （関東）

国 立 公 園 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

野 生 生 物 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

自 然 環 境 整 備 課 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

統 括 環 境 保 全 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

脱 炭 素 企 画 官 （中国四国、九州）

統 括 自 然 保 護 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

国 立 公 園 調 整 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

自 然 再 生 企 画 官 （北海道、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

生 物 多 様 性 保 全 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

国 立 公 園 企 画 官 （北海道、中部、九州）

野 生 生 物 企 画 官 （北海道、中部、九州）

自 然 環 境 整 備 企 画 官 （北海道、中部、九州）

外 来 生 物 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

世 界 自 然 遺 産 専 門 官 （北海道、東北、関東、九州）

国 立 公 園 保 護 管 理 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

国 立 公 園 利 用 企 画 官 （北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

外 客 受 入 施 設 専 門 官 （中国四国、九州）

世 界 自 然 遺 産 調 整 専 門 官 （関東、九州）

離 島 希 少 種 保 全 専 門 官 （関東、九州）

利 用 拠 点 再 生 専 門 官 （北海道、東北）

滞 在 環 境 整 備 専 門 官 （北海道、東北、関東、中部、九州）

地 熱 発 電 等 調 整 専 門 官 （北海道、東北、関東、中部、九州）

首 席 自 然 保 護 官 （東北、関東、九州）

自 然 保 護 官

（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）国 立 公 園 管 理 官

（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

自 然 環 境 調 整 専 門 官 （北海道、関東、東北、中部、近畿、中国四国、九州）

国立公園高付加価値化企画官 （九州）
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原子力規制委員会

（外局）

（事務局）（1,098）

原 子 炉 安 全 専 門 審 査 会

（施設等機関）

(617）

（審議会等）
（委員長、委員4人） ※

核 燃 料 安 全 専 門 審 査 会

原 子 力 安 全 人 材 育 成 セ ン タ ー

国 立 研 究 開 発 法 人 審 議 会

放 射 線 審 議 会

原 子 力 規 制 庁

（1,098）（事務局）

次 長

原子力規制技監 （1人）

人 事 課

総 務 課

（1人）

（内部部局）

長 官 官 房

緊 急 事 態 対 策 監 （1人）

核物質・放射線総括審議官 （1人）

審 議 官 （3人）

公 文 書 監 理 官 （充て職）

政 策 立 案 参 事 官 （1人）

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ
・ 情 報 化 参 事 官 （1人）

原子力規制特別国際交渉官 （1人）

◎

参 事 官 （3人 うち１人は検察官
をもって充てる）

技 術 基 盤 課

安 全 技 術 管 理 官
（4人）

放射線防護企画課

監 視 情 報 課

安 全 規 制 管 理 官 （2人）

(481）
原子力規制企画課原 子 力 規 制 部

検 査 監 督 総 括 課

安 全 規 制 管 理 官 （8人）

（47）

原子力規制委員会 （1,145）注：委員長及び委員４を含まない数

（1,145）

原子力安全人材育成センター

（47）（施設等機関）

副 所 長 （1人）

人 材 育 成 課

総 合 研 修 課

規 制 研 修 課

原 子 炉 技 術 研修 課

総 括 指 導 官 （1人）

上 席 指 導 官 （12人）

（東京都）

（47）
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